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(57)【要約】
【課題】十分な防腐・殺菌性能を有し、被加工材等への悪影響も低減された水溶性機能流
体を提供する。
【解決手段】ベンゾトリアゾールのアミン塩及び／又はトリルトリアゾールのアミン塩を
３０００ｐｐｍ以上の質量％濃度で配合してなる、水溶性機能流体とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ベンゾトリアゾールのアミン塩及び／又はトリルトリアゾールのアミン塩を３０００ｐｐ
ｍ以上の質量％濃度で配合してなる、水溶性機能流体。
【請求項２】
水溶性切削油、水溶性研削油、水溶性洗浄剤、水溶性プレス油、水溶性鍛造油、水溶性圧
延油、水溶性切断油、水溶性研磨油又は水溶性作動油として使用される、請求項１に記載
の水溶性機能流体。
【請求項３】
さらに炭素数６～１５のアルコールを配合してなる、請求項１又は２に記載の水溶性機能
流体。
【請求項４】
前記アルコールが、１，２－オクタンジオール、炭素数１４の分岐アルコール、炭素数１
５の分岐アルコール、ベンジルアルコール、フェノキシエタノール、ジエチレングリコー
ルモノブチルエーテルから選ばれる１種以上である、請求項３に記載の水溶性機能流体。
【請求項５】
水溶性機能流体を使用する場合において、ベンゾトリアゾールのアミン塩及び／又はトリ
ルトリアゾールのアミン塩の質量％濃度が３０００ｐｐｍ以上となるように調整する、水
溶性機能流体の使用方法。
【請求項６】
さらに炭素数６～１５のアルコールを共存させるように調整する、請求項５に記載の使用
方法。
【請求項７】
前記アルコールとして、１，２－オクタンジオール、炭素数１４の分岐アルコール、炭素
数１５の分岐アルコール、ベンジルアルコール、フェノキシエタノール、ジエチレングリ
コールモノブチルエーテルから選ばれる１種以上を用いる、請求項６に記載の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水溶性切削油、水溶性研削油、水溶性洗浄剤等の水溶性機能流体に防腐・殺
菌性を付与する新規技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　水溶性切削油、水溶性研削油、水溶性洗浄剤等の水溶性機能流体は、使用される条件に
より微生物の影響を受け、腐敗によって本来の性能を失うことがしばしばある。
【０００３】
　例えば、水溶性切削油及び研削油では、使用濃度に希釈して長時間循環使用されること
により、外部から微生物が混入して腐敗が進行し、悪臭を放つようになるばかりか、濃度
低下や希釈液分離等によって切削加工トラブルを起こしたり、重要な性能である防錆性能
等も低下し、加工機械、加工物の錆を発生させる。また、濃度低下によって補給される原
液の量が増大し、コストも増大する。水溶性洗浄剤の場合も同様で、腐敗によって濃度低
下や洗浄性の低下等、本来の機能が損なわれてしまう。同様の問題は、水溶性塑性加工油
（曲げ加工用、プレス用、鍛造用、圧延用、調圧用等）、水溶性切断油、水溶性研磨油（
ガラス、シリコン等の切断、研磨油等）、水溶性作動油、空調等の冷却水、ラテックス製
品等の各種水溶性機能流体においても生じる。
【０００４】
　これら水溶性機能流体の防腐のため、通常、流体中にはアミン系やチアゾリン系の防腐
・殺菌剤が添加される（特許文献１等）。しかしながら、これらの防腐・殺菌剤は価格が
高いこと、皮膚刺激性が強いこと等から添加される量が使用濃度で数百ｐｐｍ以下と低濃
度であり、実使用時において当初設定した殺菌性能を十分に満足しないことが往々にして
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見受けられた。また、第一級アミンを防腐殺菌剤として使用する油剤にあっては、高いｐ
Ｈで防腐・殺菌性が発現するものであるが故、非鉄金属（特にアルミニウム）を変色させ
る虞もあった。
【０００５】
　或いは、アミン系やチアゾリン系以外の防腐・殺菌剤についても提案されているが（特
許文献２等）、水溶性切削油、水溶性研削油、水溶性洗浄剤等の水溶性機能流体に適用し
た場合において、十分な防腐・殺菌性を有するかは確認されておらず、また、被加工材や
被洗浄材に対する影響、或いは、加工機器等への影響についても何ら確認されていなかっ
た。
【０００６】
　このように、従来の防腐・殺菌剤にあっては、水溶性機能流体に適用する場合に十分な
防腐・殺菌性能を奏さない虞があり、また、被加工材や被洗浄材等への悪影響（変色等）
も懸念された。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－７９９５６号公報
【特許文献２】特表平１１－５０８５４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで本発明は、十分な防腐・殺菌性能を有し、被加工材等への悪影響も低減された水
溶性機能流体を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題に鑑み本発明者らが鋭意研究を重ねた結果、以下の知見を得た。
（１）銅合金の腐食防止剤として知られるトリアゾール類をアミン塩とし、当該アミン塩
を水溶性機能流体に所定濃度以上で添加した場合、十分な防腐・殺菌性を有する水溶性機
能流体とすることができる。
（２）上記トリアゾール類のアミン塩は、ほぼ中性域のｐＨで、十分な防腐・殺菌効果が
発現されるため、高ｐＨにて通常用いられる公知のアミン系防腐・殺菌剤と比較して、ア
ルミニウム等の被加工材への悪影響が低減される。
（３）上記トリアゾール類のアミン塩は、公知のアミン系防腐・殺菌剤等と比較して、皮
膚刺激性等が少なく、水溶性機能流体における濃度を増大させることが可能である。
（４）上記トリアゾール類のアミン塩に加えて、さらにアルコールを配合することで、水
溶性機能流体の防腐・殺菌効果が相乗的に向上する。
【００１０】
　本発明は上記知見に基づいてなされたものである。すなわち、
　第１の本発明は、ベンゾトリアゾールのアミン塩及び／又はトリルトリアゾールのアミ
ン塩を３０００ｐｐｍ以上の質量％濃度で配合してなる、水溶性機能流体である。
【００１１】
　本発明において、「ベンゾトリアゾールのアミン塩及び／又はトリルトリアゾールのア
ミン塩を３０００ｐｐｍ以上の質量％濃度で配合」とは、ベンゾトリアゾールのアミン塩
を３０００ｐｐｍ以上の濃度で配合する形態、トリルトリアゾールのアミン塩を３０００
ｐｐｍ以上の濃度で配合する形態のように、成分単独で３０００ｐｐｍ以上となる形態の
ほか、ベンゾトリアゾールのアミン塩及びトリルトリアゾールのアミン塩を合計で３００
０ｐｐｍ以上の濃度で配合する形態のように、複数種のトリアゾールアミン塩が合計で３
０００ｐｐｍ以上の濃度となる形態も含む概念である。
【００１２】
　第１の本発明に係る水溶性機能流体は、水溶性切削油、水溶性研削油、水溶性洗浄剤、
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水溶性プレス油、水溶性鍛造油、水溶性圧延油、水溶性切断油、水溶性研磨油又は水溶性
作動油として使用されることが好ましい。
【００１３】
　第１の本発明において、さらに炭素数６～１５のアルコールを含むことが好ましい。こ
の場合「アルコール」は一価のアルコールであっても、多価のアルコールであってもよい
。特に、１，２－オクタンジオール、炭素数１４の分岐アルコール、炭素数１５の分岐ア
ルコール、ベンジルアルコール、フェノキシエタノール、ジエチレングリコールモノブチ
ルエーテルから選ばれる１種以上であることが好ましい。
【００１４】
　第２の本発明は、水溶性機能流体を使用する場合において、ベンゾトリアゾールのアミ
ン塩及び／又はトリルトリアゾールのアミン塩の質量％濃度が３０００ｐｐｍ以上となる
ように調整する、水溶性機能流体の使用方法である。
【００１５】
　第２の本発明において、さらに炭素数６～１５のアルコールを共存させるように調整す
ることが好ましい。「アルコール」の詳細は上述した通りである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、十分な防腐・殺菌性能を有し、被加工材等への悪影響も低減された水
溶性機能流体を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　一般にベンゾトリアゾールに代表されるトリアゾール類は銅合金の腐食防止剤として市
販されており、使用時は「数百ｐｐｍ以下」の低濃度とされる。しかしながら、これら一
連の化合物の水溶性機能流体における防腐、殺菌性については何ら見出されていなかった
。一方、本発明者らは、当該トリアゾール類をアミン塩とし、当該アミン塩を、従来の腐
食防止剤としてのトリアゾール類の添加量よりも高濃度で添加することで、水溶性機能流
体に使用した場合に要求される防腐・殺菌性を十分に示すことを見出し、本発明を完成さ
せたのである。
【００１８】
＜水溶性機能流体＞
　本発明に係る水溶性機能流体は、所定のトリアゾール類のアミン塩を３０００ｐｐｍ以
上の質量％濃度で配合してなることに特徴を有する。すなわち、本発明においては、従来
、防錆剤として用いられてきたトリアゾール類の添加濃度よりも高濃度にて、トリアゾー
ル類のアミン塩を水溶性機能流体に配合させている。
【００１９】
１．トリアゾール類
　本発明において用いられるトリアゾール類は、トリアゾール骨格を有するものであれば
特に限定されるものではない。例えば、従来防錆剤として使用されてきたトリアゾール類
を用いることができる。具体的には、ベンゾトリアゾール、トリルトリアゾールである。
【００２０】
２．アミン
　本発明において、上記したトリアゾール類はアミンと塩を形成する。本発明において用
いられるアミンとしては、第１級アミン、第２級アミン、第３級アミンのいずれであって
もよい。具体的には以下の一般式（１）で示されるアミンを用いることができる。
【００２１】
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【化１】

【００２２】
　上記一般式（１）において、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３は、それぞれ独立に水素、炭素数１以上
８以下のアルキル基、炭素数１以上６以下のヒドロキシアルキル基、炭素数６以上８以下
のアラルキル基又は炭素数６以上８以下のアルキルアラルキル基のいずれかである。ただ
し、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３がともに水素である場合を除く。尚、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３は、末端が
ヘテロ原子を介して結合し、環を巻いていても良い。
【００２３】
　このうち、例えば、アルキル基の炭素数は１以上８以下、好ましくは１以上４以下、よ
り好ましくは１以上３以下である。具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、オクチ
ル基、シクロヘキシル基が挙げられ、この中でもメチル基、エチル基、プロピル基が好ま
しい。また、ヒドロキシアルキル基の炭素数は１以上６以下、好ましくは２以上４以下、
より好ましくは２以上３以下である。具体的にはヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル
基、ヒドロキシプロピル基、２－メチル２－ヒドロキシプロピル基が挙げられ、この中で
も、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基が好ましい。さらに、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３は
、末端がヘテロ原子を介して結合していてもよく、例えば、モルホリン等を用いても良い
。
【００２４】
　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３の組み合わせとしては、特に限定されるものではなく、同一の基の組
み合わせでもよいし、異なる基の組み合わせでもよい。
【００２５】
　本発明に係る水溶性機能流体は、上記したトリアゾール類のアミン塩を３０００ｐｐｍ
以上の質量％濃度で配合してなる。トリアゾール類のアミン塩の添加量は、下限が好まし
くは５０００ｐｐｍ以上、より好ましくは７０００ｐｐｍ以上、さらに好ましくは１００
００ｐｐｍ以上であり、上限が好ましくは２０．０質量％以下、より好ましくは５．０質
量％以下である。このように、本発明においては、上記トリアゾール類のアミン塩の含有
量を、腐食防止剤として添加される従来のトリアゾール含有量よりも増大させる。これに
より、水溶性機能流体の防腐・殺菌性能を長期に亘って安定的に発現させることができる
。
【００２６】
　本発明においては、水溶性機能流体中に上記したトリアゾール類のアミン塩が所定濃度
以上で配合されるような形態であれば、その添加形態については特に限定されるものでは
ない。すなわち、上記したトリアゾール類のアミン塩を水溶性機能流体中に添加する形態
の他、上記したトリアゾール類とアミンとを別々に水溶性機能流体中に添加することによ
って、結果的に、水溶性機能流体中にトリアゾール類のアミン塩を配合するような形態で
あってもよい。
【００２７】
　本発明に係る水溶性機能流体は、比較的中性に近いｐＨ域（ｐＨ７～１０、好ましくは
ｐＨ７．４～９）においても高い防腐・殺菌性を示す。それゆえ、アルカリ腐食が懸念さ
れる被加工材や被洗浄材に対しても好適に使用することができる。
【００２８】
　さらに本発明に係る水溶性機能流体の秀でた点として、非鉄金属のみならず鉄系金属に
対しても防錆性を有し、また使用する際の不都合な泡立ちもほとんどないことが挙げられ
る。すなわち、本発明においては、トリアゾール類のアミン塩を用いたことで、従来にな
い複数の機能を発現させることができる。
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【００２９】
　また、従来においては防腐性を向上させる目的で、例えば、高いｐＨにおいて防腐・殺
菌性を発現する第一級アミン等を使用しており、アルミニウムの変色や皮膚への刺激が懸
念されていたが、上記のトリアゾール誘導体は、上述の通り、ほぼ中性のｐＨで十分な防
腐・殺菌性を発現させることができ、アルミニウム等の被加工材への悪影響が低減され、
また、皮膚刺激性等も少ない。さらに、水溶性機能流体における濃度を増大させた場合で
も被加工材や作業者への悪影響を抑えることが可能である。
【００３０】
　尚、本発明に係る効果を損なわない範囲であれば、従来から使用されているアミン系防
腐剤やチアゾリン系防腐剤、さらには第一級アミン脂肪酸塩等を添加することも可能であ
り、油剤開発目的に沿って適宜調整すればよい。この場合、上記したトリアゾール類のア
ミン塩の使用量を減量することができ、経済的でもある。
【００３１】
＜用途＞
　本発明に係る水溶性機能流体は、水溶性切削油、水溶性研削油、水溶性洗浄剤、水溶性
プレス油、水溶性鍛造油、水溶性圧延油、水溶性切断油、水溶性研磨油又は水溶性作動油
等として適用することが可能である。用途に応じて、基油、アルコール（グリコール）類
やエーテル（グリコールエーテル）類、脂肪酸、界面活性剤等の各種添加剤等、上記した
トリアゾール類のアミン塩以外の必要な成分を含ませればよい。
【００３２】
　本発明者らが鋭意研究したところ、水溶性機能流体において、上記トリアゾール類のア
ミン塩と所定のアルコールとを組み合わせることで、これらが相乗的に作用し、防腐・殺
菌性が飛躍的に向上することを知見した。
【００３３】
　水溶性機能流体に適用される「アルコール」は炭素数６～１５のアルコールである。特
に、炭素数６～１５の直鎖アルキル又はアルケニル構造を有する脂肪族アルコール、或い
は、炭素数６～１５の芳香族アルコールが好ましい。アルコールは一価アルコールであっ
ても多価アルコールであってもよい。また、分子鎖中にヘテロ原子を有するもの（エーテ
ル結合を有するアルコール等）であってもよい。具体的には、１，２－オクタンジオール
、Ｃ１４分岐アルコール、Ｃ１５分岐アルコール、ベンジルアルコール、フェノキシエタ
ノール、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、１－フェノキシ－２－プロパノール
、２－フェニル－１－エタノール、２－フェニル－１－プロパノール、４－フェニル－１
－ブタノール、２－シクロヘキサノール、１－ヘキサノール、１－オクタノール、１－ウ
ンデカノール、１，２－ヘキサンジオール、１，６－ヘキサンジオール、２－フェノキシ
エタノール、１，２－デカンジジオール、ジプロピレングリコール、ベンジルグリコール
等が好ましく、１，２－オクタンジオール、Ｃ１４分岐アルコール、Ｃ１５分岐アルコー
ル、ベンジルアルコール、フェノキシエタノール、ジエチレングリコールモノブチルエー
テルがより好ましく、１，２－オクタンジオールが特に好ましい。
【００３４】
　本発明に係る水溶性機能流体は、上記したアルコールを２５００ｐｐｍ以上の質量％濃
度で配合してなることが好ましい。アルコールの添加量は、下限が好ましくは５００ｐｐ
ｍ以上、より好ましくは１０００ｐｐｍ以上、さらに好ましくは２５００ｐｐｍ以上であ
り、上限が好ましくは１.０質量％以下、より好ましくは０．５質量％以下である。この
ように、本発明においては、上記トリアゾール類のアミン塩に加えて、アルコールを微量
添加するだけで、水溶性機能流体の防腐・殺菌性能を相乗的に向上させることができる。
コストの観点からもアルコールの添加量は微量で良い。
【００３５】
＜水溶性機能流体の使用方法＞
　上記した本発明に係る水溶性機能流体は希釈して使用することができる。より具体的に
は、水で希釈する場合、上記したトリアゾール類のアミン塩の濃度が３０００ｐｐｍ以上
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となるように調整する。好ましくは５０００ｐｐｍ以上、より好ましくは７０００ｐｐｍ
以上である。これにより、実使用時において水溶性機能流体に十分な防腐・殺菌性を発現
させることができる。
【００３６】
　尚、本発明に係る水溶性機能流体を水で希釈して使用する際も、上述したようにｐＨを
ほぼ中性域（ｐＨ７～１０、好ましくはｐＨ７．４～９）として使用することができる。
これにより、被加工材や設備機器、或いは、作業者への悪影響を抑えることが可能である
。
【００３７】
　以上の通り、本発明によれば、上記した所定のトリアゾール類のアミン塩を高濃度で含
ませることによって、水溶性機能流体に十分な防腐・殺菌性能を発現させることが可能で
ある。当該トリアゾール類のアミン塩による防腐・殺菌性は、トリアゾール類を単独で添
加した場合には見られない効果である。また、公知のアミン系防腐・殺菌剤等と比較して
、中性域での使用が可能でありアルミニウム等の被加工材への悪影響が低減されている点
、皮膚刺激性等が少なく、水溶性機能流体における濃度を増大させることが可能である点
にも特徴があり、使用時の泡立ち等もほとんどなく水溶性機能流体に対し長期に亘って安
定的に防腐・殺菌性能を発現させることができる。
【実施例】
【００３８】
　以下、実施例に基づいて、本発明についてさらに詳述する。尚、以下に示す実施例にお
いて「ｐｐｍ」とは質量比を意味する。
【００３９】
＜試料の合成＞
　以下の表１に示すトリアゾール類と各種アミンとを用いて、トリアゾール類のアミン塩
を作成し、実施例１～１６に係る評価試料とした。
【００４０】
【表１】

【００４１】
　尚、上記表１において、ＴＥＡはトリエタノールアミン、ＤＥＡはジエタノールアミン
、ＭＥＡはモノエタノールアミン、ＴＩＰＡはトリイソプロパノールアミン、ＤＩＰＡは
ジイソプロパノールアミン、ＭＩＰＡはモノイソプロパノールアミン、ＤＣＨＡはジシク
ロヘキシルアミン、ＭＯはモルホリン、ＡＭＰは２－アミノ－２－メチル－１－プロパノ
ール、ＤＭＡはジメチルアミン、ＤＰＡはジ－ｎ－プロピルアミン、ＣＨＡ－２はＮ，Ｎ
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ミンを示す。
【００４２】
　さらに、比較例１としてベンゾトリアゾールを単独で、比較例２としてトリルトリアゾ
ールを単独で用いた。
　また、比較例３～１５として、各種アミンを単独で用いた。アミンを単独で用いる場合
、ｐＨが高くなり過ぎるため、塩酸を加えてｐＨを９±０．３に調整して実験を行った。
【００４３】
＜防腐・殺菌性の評価＞
　各試料について、水溶性機能流体における防腐作用・殺菌作用を確認した。具体的には
、水溶性切削液の腐敗液（シュードモナスＳＰ、腸内細菌類を含む腐敗液、生菌数７×１
０６個／ｍｌ、ｐＨ８．４）に各試料を所定濃度加えた後、攪拌し、１昼夜３０℃に静置
した後、試料を普通寒天培地平板に１白金耳塗布し、４８時間培養して生菌の有無を確認
した。結果を下記表２に示す。尚、表２において、生菌多数の場合を「＋＋」、ブランク
より減少しているものの生菌が存在する場合を「＋」、生菌なし（完全殺菌）の場合を「
－」として示した。
【００４４】
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【表２】

【００４５】
　表２に示す結果から明らかなように、まず、アミン塩とされていないトリアゾール類そ
のもの（比較例１、２）は、防腐・殺菌性が奏されない。ただし、トリアゾール類そのも
のについては、系を強制分散系のエマルションとした場合には防腐・殺菌効果が認められ
た。すなわち、トリアゾール類単独で用いる場合には、例えば、アルコールで希釈液を作
成したうえで、所定濃度となるように添加し、エマルション系にうまく分散できれば、殺
菌効果が現れることがわかった。
　また、アミンそのもの（比較例３～１５）については、中性域の機能性流体において、
一部を除き防腐・殺菌性が奏されない。ただし、油溶性のアミンについては防腐・殺菌効
果が認められた。
　一方、トリアゾール類をアミン塩とした場合（実施例１～１６）は、中性域の機能性流
体においても所定濃度以上で顕著な防腐・殺菌性が認められる。また、トリアゾール類単
独で用いた場合と比較して、界面活性剤のみの系でも十分な効果が発揮される。尚、当該
濃度は、従来の防錆剤としてのトリアゾール類の含有量よりも高濃度である。表２におけ
る傾向を見ると、水溶性アミンとの塩よりも油溶性アミンとの塩のほうが、高い防腐・殺
菌効果を奏することが分かる。
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【００４６】
＜金属材に対する防錆性・変色の評価＞
　実施例１～１６、比較例１～１５に係る試料について、それぞれ１％希釈液を作成し、
ここに研磨したテストピースを全浸漬して、室温（３０±５℃）で２４時間静置した。そ
の後、テストピースを取り出し、試料液やテストピースの外観の変化を観測するとともに
、テストピースの重量変化を測定した。
　さらに、参考例として、オレイルザルコシンＤＥＡ等量塩（ＯＺ－ＤＥＡ塩）を用いた
場合（参考例１）、ノニオン系の高級アルコールＥＯ７モル付加物を用いた場合（参考例
２）、トリアジン系防腐剤（クラリアント社製）を用いた場合（参考例３）、防腐剤等を
添加せず水（水道水）をそのまま用いた場合（参考例４）について、同様の評価を行った
。
【００４７】
　テストピースとしてアルミニウム片（Ａ５０５２、３０×５０×３ｍｍ）を用いた場合
、鋼片（ＳＰＣＣ、３０×５０×１ｍｍ）を用いた場合、黄銅片（Ｃ２８０１、３０×５
０×２ｍｍ）を用いた場合について、結果をそれぞれ下記表３に示す。
【００４８】
【表３】

【００４９】
　表３に示した結果から明らかなように、トリアゾール類のアミン塩は、各種金属の変色
を生じさせることがほとんどなく、防錆性を有することが分かる。特にアルミニウム片や
鋼片に対して顕著な効果が認められ、トリアゾール類のアミン塩は非鉄金属のみならず鉄
系金属に対しても防錆性を付与できることが明らかである。すなわち、例えば、機能性流
体を循環させるための配管、機能性流体を吹き付けるためのノズル等、機能性流体を使用
する設備において鋼材を用いることが想定されるが、このような場合において、本発明の
ようにトリアゾール類のアミン塩を添加することで、機能性流体の防腐とともに、設備の
錆止めをも実現できることが分かる。
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【００５０】
＜泡立ちの評価＞
　実施例に係る試料について、１％希釈液を５０ｍｌ用意し、シリンダー内で２０回振と
うした後、希釈液の体積変化を測定し、希釈液の泡立ちを評価した。
【００５１】
　振とう直後、３０秒後、１分後、２分後、３分後、４分後及び５分後について、各希釈
液の体積（ｍｌ）を下記表４に示す。
【００５２】
【表４】

【００５３】
　表４に示す結果から明らかなように、トリアゾール類のアミン塩を含む希釈液を用いた
例にあっては、２０回振とう直後において、若干泡立ちが生じるものの、時間の経過とと
もに、泡立ちが解消された。このように、本発明に係る水溶性機能流体は、使用時の不都
合な泡立ちがほとんどなく、水道水とほとんど同等に取り扱うことができ、取り扱い性に
優れたものであることが分かる。
【００５４】
＜ｐＨ依存性の評価＞
（試料の調整）
　エマルションタイプの基準配合物を作成し、これを水で５％に希釈した。当該希釈液１
００ｇに、上記した実施例２、１５、参考例１～３、市販のベンゾイソチアゾリン系防腐
剤（ＢＩＴ系防腐剤）を用いた参考例Ａに係る試料を含む溶液を、純分成分として０．２
５ｇ相当となるように添加し、評価液とした。得られた評価液は、試料を原液あたり、５
％添加したものに相当する。
【００５５】
　得られた評価液のｐＨは７．９であり、ここにジエタノールアミンを添加してｐＨを８
．８及び９．６にそれぞれ調整した２水準の試料液を用いて、評価を行った。
【００５６】
（殺菌性の試験）
　各評価液と、生菌数５×１０６個／ｍｌを含む腐敗液と、を一定比率で混合し、攪拌後
、２４時間静置した。その後、混合液を一白金耳採取して、普通寒天平板培地で培養して
、生菌の有無を確認し、混合系の細菌最小薬剤濃度（ｐｐｍ）を求めた。評価結果を表５
に示す。
【００５７】
　また、上記実施例、参考例の評価に加えて、「比較試料油剤」として、市販のアミン系
バイオスタティック油剤（第一級アミン６％、ユシロ化学工業株式会社製）と、腐敗液と
を混合した場合についても評価を行った。通常、アミン系バイオスタティック油剤は高ｐ
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能）を確認するため、酢酸を添加してｐＨを中性域（８．０又は９．２）に調整した。評
価結果を表５に示す。
【００５８】
【表５】

【００５９】
　表５に示す結果から明らかなように、トリアゾール類のアミン塩を用いた場合にあって
は、低ｐＨであっても十分な防腐・殺菌性が発現されるのに対し、従来の第一級アミン系
の耐腐敗性向上油剤（比較試料油剤）にあっては、当該油剤が高ｐＨで防腐・殺菌性能を
発揮するものであるが故、ｐＨ８．０～９．２程度の低ｐＨでは、防腐剤として十分に機
能しないことが確認された。
【００６０】
　このように、トリアゾール類のアミン塩を含む本発明に係る水溶性機能流体によれば、
中性域のｐＨにおいて、十分な防腐性が発現されることが分かる。これにより、高ｐＨ化
によるアルミニウム材の変色や作業者の皮膚刺激を抑えることが可能となる。
【００６１】
　上記実施例では、水溶性機能流体として切削液を用いた場合について説明した。しかし
ながら、本発明に係る水溶性機能流体は切削液等の水溶性加工液に限定されるものではな
い。以下、「水溶性洗浄剤」における防腐・殺菌性についての防腐・殺菌性の評価結果を
示す。
【００６２】
＜水溶性洗浄剤における防腐・殺菌性の評価＞
　各試料について、水溶性洗浄剤における防腐作用・殺菌作用を確認した。具体的には、
水溶性洗浄剤（ユシロ化学工業株式会社製、製品名Ｗ８０）の腐敗液（ｐＨ８．４、生菌
数８×１０６個／ｍｌ）に各試料を所定濃度加えた後、攪拌し、１昼夜３０℃に静置した
後、試料を普通寒天培地平板に１白金耳塗布し、４８時間培養して生菌の有無を確認した
。尚、アミンを単独で用いる場合、ｐＨが高くなり過ぎるため、塩酸を加えてｐＨを９±
０．３に調整して実験を行った。結果を下記表６に示す。尚、表６において、生菌多数の
場合を「＋＋」、ブランクより減少しているものの生菌が存在する場合を「＋」、生菌な
し（完全殺菌）の場合を「－」として示した。
【００６３】
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【表６】

【００６４】
　表６に示す結果から明らかなように、トリアゾール類を単独で用いた場合、系に対する
溶解性が低いため、防腐・殺菌性が発揮されないことが分かる。また、油溶性アミンＤＣ
ＨＡ、ＤＢＺＡについては、結果が良好となったが、これは塩酸塩で添加したことによっ
て、溶解性、分散性が向上したためと考えられる。
　一方、トリアゾール類のアミン塩（実施例）は、洗浄液においても強い防腐・殺菌性を
示し、濃度３０００ｐｐｍ程度で十分な効果を示すことが分かる。すなわち、切削液だけ
でなく洗浄液においても、本発明のようにトリアゾール類をアミン塩の形態としてはじめ
て、極めて顕著な防腐・殺菌効果が発現することが分かる。以上のことから、トリアゾー
ル類のアミン塩は、系に含まれる他の成分の影響を受けずに、あらゆる水溶性機能流体に
対して、防腐・殺菌性を付与可能なことが分かった。
【００６５】
　以上の通り、本発明は、水溶性機能流体として、水溶性切削油、水溶性研削油、水溶性
プレス油、水溶性鍛造油、水溶性圧延油、水溶性切断油、水溶性研磨油又は水溶性作動油
等の水溶性加工液のみならず、水溶性洗浄剤等にも適用可能であることが分かる。
【００６６】
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＜アルコール添加による相乗効果の発現＞
　水溶性機能流体において、上記のトリアゾール類のアミン塩とアルコールとを併用した
場合の防腐作用・殺菌作用を確認した。具体的には、水溶性切削液（ユシロ化学工業株式
会社製、製品名ユシローケンＥＣ５０Ｔ３）の腐敗液（シュードモナスＳＰ、腸内細菌類
を含む腐敗液、生菌数７×１０６個／ｍｌ、ｐＨ８．４）にベンゾトリアゾール（ＢＴ）
、トリエタノールアミン（ＴＥＡ）及び各種アルコールをそれぞれ所定濃度となるように
添加した後、攪拌し、１昼夜３０℃に静置した後、試料を普通寒天培地平板に１白金耳塗
布し、４８時間培養して生菌の有無を確認した。
【００６７】
　評価結果を下記表７に示す。尚、表７において、生菌多数の場合を「＋＋」、ブランク
より減少しているものの生菌が存在する場合を「＋」、生菌なし（完全殺菌）の場合を「
－」として示した。
【００６８】
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【表７】

【００６９】
　表７において、参考例４はユシロ化学工業社製「ユシローケンＭＩＣ５」（ｐＨ９．４
）を添加した例であり、参考例５はユシロ化学工業社製「ユシローケンＥＣ５０Ｔ３」（
ｐＨ１０．４）を添加した例である。
【００７０】



(16) JP 2014-210763 A 2014.11.13

10

20

30

　表７に示す結果から以下のことが分かる。
（１）参考例３、実施例１７、実施例１８の比較から、ベンゾトリアゾールのアミン塩と
アルコールとを少量ずつ添加した場合（実施例１８）のほうが、ベンゾトリアゾールのア
ミン塩を多量に添加する場合（実施例１７）、或いは、アルコールを多量に添加する場合
（参考例３）よりも、防腐・殺菌性が飛躍的に向上する。すなわち、ベンゾトリアゾール
のアミン塩とアルコールとが相乗的に作用して、防腐・殺菌性に寄与していることが分か
る。
（２）実施例１８～２６から、少なくとも、炭素数６～１５のアルコールについては、ベ
ンゾトリアゾールのアミン塩と相乗的に作用して、防腐・殺菌性を飛躍的に向上可能であ
ることが分かる。
（３）実施例２２はアミン濃度を低減してｐＨを意図的に低下させた例である。実施例２
２から、通常は耐腐敗性の発現が困難である中性域（ｐＨ７．４）においても、ベンゾト
リアゾールのアミン塩とアルコールとの併用によって、十分な防腐・殺菌性を奏すること
が分かる。その効果は、高ｐＨ且つアミンを多用している既存製品（参考例４、５）に匹
敵することも分かる。
【００７１】
　上記実験では、ベンゾトリアゾールのアミン塩とアルコールとを併用した例を示したが
、ベンゾトリアゾールのアミン塩に替えて、トリルトリアゾールのアミン塩を用いた場合
も、全く同様の効果を示した。
【００７２】
　以上、現時点において、最も実践的であり、且つ、好ましいと思われる実施形態に関連
して本発明を説明したが、本発明は、本願明細書中に開示された実施形態に限定されるも
のではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない
範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う水溶性機能流体及びその使用方法もま
た本発明の技術範囲に包含されるものとして理解されなければならない。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明は、水溶性切削油、水溶性研削油、水溶性洗浄剤、水溶性プレス油、水溶性鍛造
油、水溶性圧延油、水溶性切断油、水溶性研磨油又は水溶性作動油等の水溶性機能流体に
、防腐・殺菌性を付与する技術として広く利用できる。
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